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(57)【要約】        （修正有）
【課題】本発明は内視鏡の挿入部における先端部を観察
しようとする体腔において安定的に固定するための内視
鏡固定具を提供することを目的とする。
【解決手段】内視鏡の挿入部１２が挿通可能な内孔を有
し、前記挿入部１２を体腔内へ導入するためのシース部
３２と、このシース部３２の外周に設けられたバルーン
部３４とを有し、前記内視鏡を体腔内へ導入するための
挿入補助具３１における前記シース部３２の内壁に付設
され、前記シース部３２内に挿通された前記内視鏡の挿
入部１２を位置決め固定する弾性体３７を具備した内視
鏡固定具である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】内視鏡の挿入部が挿通可能な内孔を有し、
前記内視鏡の挿入部を体腔内へ導入するためのシース部
と、このシース部の外周に設けられ、膨らむことにより
体腔内に保持されるバルーン部とを有し、前記内視鏡を
体腔内へ導入するための挿入補助具における前記シース
部の内壁に付設され、前記シース部内に挿通された前記
内視鏡の挿入部を位置決め固定する固定部を具備したこ
とを特徴とする内視鏡固定具。
【請求項２】内視鏡の挿入部先端に変位可能に設けた突
出部材を有し、前記突出部材の先端が内視鏡挿入部の外
面より外側まで変位可能であり、前記突出部材によって
前記内視鏡の挿入部先端を体腔内に位置決め固定する固
定部を構成したことを特徴とする内視鏡固定具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、体腔内へ挿入した
内視鏡の挿入部を体腔内で位置決め固定する内視鏡固定
具に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡で体腔内の粘膜などの動き易い被
写体を観察する際、体腔内の被写体と内視鏡の対物レン
ズの第一レンズ面が位置する先端部の端面との距離を一
定に保つ手段として、特開平１１－３１３７９５号公報
に示されるように、内視鏡の挿入部における先端部に着
脱自在なフードを設ける方式が知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】内視鏡検査で内視鏡の
挿入部を患者の体腔内に挿入し、体腔内の粘膜等を観察
する際、心臓の鼓動により被写体である粘膜の観察部位
が動いてしまうため、被写体との距離を一定に保ち続け
ることは困難であった。このため、良好な観察状態を持
続することは難しく、視野調整作業が操作者にとり多大
な負担となっていた。
【０００４】ましてや、８０～１００倍程度の高倍率で
粘膜の観察が可能となる対物光学系ユニットを有する高
倍率拡大内視鏡で近接観察する場合では、粘膜との距離
が１mmでも変化してしまうと、倍率は大きく下がり、焦
点も定まらない観察像となってしまう。このため、被写
体との距離を一定に保ち続けることができないことは、
特に大きな問題になる。
【０００５】そこで、前述した特開平１１－３１３７９
５号公報のものでは、挿入部の先端部に着脱自在なフー
ドを装着し、フードの前端部を被写体に当てて、被写体
との距離を所定の距離に保って観察を行うようにしてい
た。
【０００６】しかしながら、このフードが円筒形の場合
は、先端部の先端面において対物光学系が配される位
置、対物光学系ユニットの視野角、先端部の端面から突
出するフードの肉厚もしくはフードの突出高さ等にもよ
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るが、観察視野内にフードの一部が入り込み、いわゆる
ケラレという現象が少なからず生じてしまい、観察や診
断に支障が生じてしまうという事情があった。
【０００７】前述したような不具合が極力発生しないよ
うに、前記特開平１１－３１３７９５号公報に示す内視
鏡では、フード肉厚若しくはフード突出高さを観察視野
の領域に応じて変更するフードを形成するものが提案さ
れている。しかし、このようなフードは一般に複雑なも
のとなってしまうと共に、その加工が困難なものであっ
た。
【０００８】本発明は以上のような課題を解決するため
に、内視鏡の挿入部における先端部を観察対象部位にお
いて安定的に固定するための内視鏡固定具を提供するこ
とにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段および作用】請求項１に係
る発明は、内視鏡の挿入部が挿通可能な内孔を有し、前
記内視鏡の挿入部を体腔内へ導入するためのシース部
と、このシース部の外周に設けられ、膨らむことにより
体腔内に保持されるバルーン部とを有し、前記内視鏡を
体腔内へ導入するための挿入補助具における前記シース
部の内壁に付設され、前記シース部内に挿通された前記
内視鏡の挿入部を位置決め固定する固定部を具備したこ
とを特徴とする内視鏡固定具である。
【００１０】この構成によれば、内視鏡用挿入補助具の
シース部外周面に付設されたバルーンを膨らませること
により、これを体腔内に固定し、さらに、シース部の内
孔に付設された内視鏡固定具にて内視鏡の挿入部をシー
ス部の内壁面に付勢することにより、被観察体腔面と内
視鏡の先端部との距離を相対的に固定することが出来
る。
【００１１】請求項２に係る発明は、内視鏡の挿入部先
端に変位可能に設けた突出部材の先端が内視鏡挿入部の
外面より外側まで変位可能であり、前記突出部材によっ
て前記挿入部先端を体腔内に位置決め固定する固定部を
構成したことを特徴とする内視鏡固定具である。
【００１２】本発明の内視鏡固定具は必ずしも内視鏡用
挿入補助具に付設する必要がなく、請求項２に係る発明
の如く、内視鏡挿入部における先端部に付設したり、そ
れ単独で構成することが可能である。例えば、対物レン
ズ面は先端外周面と段部を形成し、この間隔を観察深度
以下とした側視型内視鏡において、対物レンズ面と反対
側に内視鏡固定具である起上装置を設けて、これを起上
させて被観察体腔面と反対側の体腔面に押し当てれば、
この反作用により内視鏡先端部が観察体腔面に押し付け
られ、観察体腔面と内視鏡の先端部との距離を相対的に
固定することが出来る。
【００１３】
【発明の実施の形態】［第１の実施形態］以下、本発明
の第１の実施形態を図１～６を参照して説明する。
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【００１４】（構成）図１は一般的な直視型の内視鏡で
ある軟性鏡１の全体を概略的に示したものである。この
軟性鏡１は細長い軟性の挿入部２を備えている。この挿
入部２の基端部には操作部３が連結されている。また、
操作部３の端末部には接眼部４が配設されている。
【００１５】操作部３の外周面にはユニバーサルコード
５の基端部分が連結されている。このユニバーサルコー
ド５の延出先端部分には図示しない光源装置に接続され
る図示しないコネクタが設けられている。
【００１６】挿入部２は細長い長尺な可撓管６の先端に
湾曲部７を介して硬質な先端部８を連結したものであ
る。上記操作部３には挿入部２の湾曲部７を湾曲操作す
るためのアングル操作レバー９が設けられている。
【００１７】図２は側視型の内視鏡である軟性鏡１１の
挿入部１２の先端部付近を概略的に示したものである。
この軟性鏡１１は挿入部１２の先端部１３に設けられる
対物光学系１４と照明光学系１５を側視型に構成したも
のである。対物光学系１４は先端部１３内にプリズム１
６を配すると共に挿入部１２の軸と垂直な方向に配置し
た対物レンズ面１７が設けられている。
【００１８】対物光学系１４の対物レンズ面１７は先端
部１３の周部を段差状に切り欠いて形成した段部１８の
底面に配置されている。また、段部１８の立ち上がり壁
面には上記照明光学系１５のライトガイド２１の先端に
設けられた照明レンズ２２が配置されている。照明レン
ズ２２の出射面は前記対物レンズ面１７の面方向、つま
り前記挿入部１２の軸方向に略平行に向けて配置され、
ライトガイド２１によって伝送されてきた照明光を前記
挿入部１２の軸方向に向けて出射するようになってい
る。
【００１９】前記段部１８の底面において、対物レンズ
面１７と照明レンズ２２の間に位置し、かつ照明レンズ
２２の前方に位置する部位には、照明レンズ２２の前表
面に向いた反射面２３が斜めに形成されており、前記反
射面２３は前記照明レンズ２２から出射する光の大部分
を反射し、その反射した光を前記対物光学系１４の視野
内を照明するようになっている。
【００２０】前記挿入部１２内には処置具挿通チャンネ
ル２５が形成されており、この処置具挿通チャンネル２
５の先端は前記先端部１３の前端面で前方へ向けて開口
して処置具挿通口２６を形成している。
【００２１】なお、側視型軟性鏡１１の他の構成は図１
で示した軟性鏡１のものと同様なものである。
【００２２】次に、内視鏡の挿入部を体腔内に挿入する
際においてその内視鏡の挿入部を誘導する内視鏡用挿入
補助具３１について説明する。
【００２３】内視鏡用挿入補助具３１は内視鏡の挿入部
を位置決め固定する内視鏡固定具を備えるものである。
図３で示すように、内視鏡用挿入補助具３１は内視鏡の
挿入部を挿通可能なチューブ材からなる長尺なシース部
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３２を有し、このシース部３２の基端部には把持部を兼
ねた本体部３３が接続されている。シース部３２の先端
部外周にはバルーン部３４が設けられている。また、シ
ース部３２の外周にはバルーン部３４に送気するための
チューブ部３５が接合して設けられている。つまり、チ
ューブ部３５はバルーン部３４からシース部３２の外周
に沿って導かれ、本体部３３に設けられたシリンジテー
パ部３６に接続されている。
【００２４】前記シース部３２の先端近傍の内孔内には
内視鏡の挿入部を位置決め固定するための固定手段を構
成する固定部としての弾性体３７が接着により固定され
ている。この弾性体３７にはシース部３２の軸方向に沿
って貫通する通気用孔３８が設けられている。
【００２５】弾性体３７は図３で示す如く、シース部３
２の基端側に比べ、シース部３２の先端側程突き出すよ
うな傾斜のテーパ状になっており、シース部３２に内視
鏡の挿入部を挿入した際において、そのガイド部材とし
ての傾斜面３７ａによって内視鏡の挿入部をガイドし、
内視鏡にダメージを与えることなく、かつ内視鏡の挿入
部を、弾性体３７を設けた位置に対向位置するシース部
３２の内孔の内壁面部に向けて付勢できる、形状と大き
さと弾性を有している。
【００２６】すなわちシース部３２の左側面図である図
４で示す「ａ」の寸法は挿入する内視鏡の挿入部の外径
に対し、若干小さくなっている。
【００２７】なお、本体部３３は円筒形をしており、こ
れには図示しない送気ポンプ等が接続できるようになっ
ている。また、シース部３２の軸方向に対し回転方向の
固定位置を特定するための指標３９が、弾性体３７の設
置位置と１８０°回転させた反対側位置に設けられてい
る。
【００２８】（作用・効果）一般に、側視型内視鏡で
は、オリエンテーションを付けながら体腔内に挿入して
観察することが難しい。そこで、側視型の内視鏡を、例
えば気管内に挿入する際には、まず、直視型内視鏡の挿
入部に、予め挿管チューブを挿入した上で、これを気管
内に挿入し、その後、直視型内視鏡のみを体腔内から抜
き去る。これにより、気管内に残した挿管チューブをガ
イドにして、側視型の内視鏡は安全に気管内に挿入出来
ることになる。
【００２９】次に、図５および図６を参照して本実施形
態の内視鏡固定具を具備した内視鏡挿入補助具３１を用
いて内視鏡により気管支検査を行なう場合の作用につい
て説明する。
【００３０】まず、上述の通り、直視型内視鏡である軟
性鏡１でオリエンテーションを付け、内視鏡挿入補助具
３１を気管４１内に挿入し、その際、図５で示すよう
に、後で挿入する側視型軟性鏡１１で観察したい部位４
２と反対側に固定具としての弾性体３７が位置するよう
に内視鏡挿入補助具３１の位置決めを行なう。ついで、
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チューブ部３５に連設されているシリンジテーパ部３６
からシリンジにてバールン部３４に送気し、バルーン部
３４を膨らませる。これにより、シース部３２を気管４
１に位置決め固定する。そして、内視鏡挿入補助具３１
から直視型内視鏡である軟性鏡１を抜き去る。
【００３１】次に、内視鏡挿入補助具３１のシース部３
２内に側視型軟性鏡１１の挿入部１２を挿入する。この
際、側視型軟性鏡１１の挿入部１２における対物レンズ
面１７の位置は、内視鏡挿入補助具３１の本体部３３に
設けた指標３９を見て合わせることができる。
【００３２】図５で示す如く、気管４１に固定されたシ
ース部３２に側視型軟性鏡１１の挿入部１２を挿入する
過程で、シース部３２内に接着固定された弾性体３７の
傾斜面７３ａによって挿入部１２の先端部１３がガイド
される。さらに、弾性体３７の弾性力によって、側視型
軟性鏡１１の先端部１３は図５および図６で示す如く、
前記シース部３２の内孔壁面に押し付けられる。これに
より、側視側軟性鏡１１の対物レンズ面（部）１７と気
管４１の観察部位４２との距離を一定に保つことが出来
る。
【００３３】なお、上記の側視型軟性鏡１１の対物レン
ズ面１７と観察部位４２との距離が、側視型軟性鏡１１
の焦点距離と一致するように、予めバルーン部３４やシ
ース部３２を設計しておく。
【００３４】本実施形態によれば、側視型軟性鏡１１の
挿入部１２は気管４１に対し固定出来るため、側視型軟
性鏡１１が気管４１に対して不用意に動くことはない
し、拍動などによって気管４１が動いても、シース部３
２および側視型軟性鏡１１の挿入部１２がそれに追従す
るため、良好な内視鏡像を得ることが可能となる。
【００３５】また、本実施形態の内視鏡挿入補助具３１
を気管支の観察に用いる場合でも、弾性体３７に設けた
孔３８を通じて呼吸が出来、患者の呼吸の妨げを最小限
に抑えることが出来る。
【００３６】［第２の実施形態］以下、本発明の第２の
実施形態を図７および図８を参照して説明する。
【００３７】（構成）図７は本発明の第２の実施形態の
内視鏡固定具を配した内視鏡挿入補助具５１の概略的な
構成を示すものである。この内視鏡挿入補助具５１はそ
のシース部５２の先端近傍に切り欠き５３を設け、この
切り欠き５３の内側部分に壁部を形成し、この壁部によ
ってシース部５２の内側に突き出す突出部５４を形成す
る。前記突出部５４が内視鏡の挿入部を位置決め固定す
るための固定手段たる固定部として内視鏡固定具を構成
している。つまり内視鏡用挿入補助具５１は内視鏡の挿
入部を位置決め固定する内視鏡固定具を兼ね備える。
【００３８】この突出部５４の突出形状は第１の実施形
態での弾性部材３７の形状と同様、シース部５２の基端
側に比べ、シース部５２の先端側の方が大きいテーパ状
になっており、ガイド用傾斜面５５を形成している。シ
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ース部５２に内視鏡の挿入部を挿入した際において傾斜
面５５が内視鏡の挿入部をガイドし、内視鏡にダメージ
を与えることなく、かつ内視鏡の挿入部をシース部５２
の内孔内壁面に向けて寄せ付けることが出来るようにな
っている。
【００３９】突出部５４の壁部によってシース部５２の
内孔側から仕切られる切り欠き５３はシース部５２の内
孔に連通するように開口しており、通気用孔５６を形成
している。
【００４０】その他の構成は前述した第１の実施形態の
ものと同様に構成されている。
【００４１】（作用・効果）本実施形態によれば、第１
の実施形態の作用・効果の他、内視鏡の挿入部を位置決
め固定するための固定手段の固定部としての突出部５４
がシース部５２に一体に形成することができるため、そ
の内視鏡固定具の構造が簡便なため、組み立て作業時間
の短縮や原価を低減することができると共に、内視鏡固
定具がシース部５２から脱落する心配がない。
【００４２】また、前記突出部５４はシース部５２の軸
方向に対し短くして、挿入する内視鏡の挿入部の外径に
依らず簡便に固定できるようにしたり、軸方向に対し長
くして、内視鏡挿入部の固定を確実に行うことが可能で
ある。
【００４３】［第３の実施形態］以下、本発明の第３の
実施形態を図９および図１０を参照して説明する。
【００４４】（構成）図９は本発明の第３の実施形態の
内視鏡固定具を配した内視鏡挿入補助具６１の概略構成
を示す。この内視鏡挿入補助具６１のシース部６２の先
端近傍の孔内には内視鏡の挿入部を位置決め固定するた
めの固定手段の固定部として内視鏡固定具を構成するバ
ルーン部６３が設けられている。つまり、内視鏡用挿入
補助具６１は内視鏡の挿入部を位置決め固定する内視鏡
固定具を兼ね備える。
【００４５】このバルーン部６３にはこれに送気するた
めのチューブ６４が接続されている。チューブ６４はシ
ース部６２の外周に沿って本体部３３の外まで導かれて
いる。チューブ６４の基端には第１の実施形態でのシリ
ンジテーパ部３６と同様のシリンジテーパ部６５が接続
されている。
【００４６】また、このバルーン部６３には図１０及び
図１１で示すように、シース部３２の軸方向に沿って貫
通した通気用孔６６が設けられている。その他の構成は
前述した第１の実施形態のものと同様である。
【００４７】（作用・効果）前述した第１の実施形態の
場合と略同様であるが、内視鏡の挿入部を位置決め固定
するための固定手段がバルーン部６３であって、内視鏡
の挿入部を挿入した後、これを膨張させることができ
る。このため、内視鏡の挿入部を挿入し易く、また、内
視鏡の挿入部の径に応じて適切な押付け力を内視鏡の挿
入部に与えることが可能である。
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7
【００４８】［第４の実施形態］以下、本発明の第４の
実施形態を図１１ないし図１３を参照して説明する。
【００４９】（構成）図１１は本発明の第４の実施形態
の内視鏡固定具を配した内視鏡挿入補助具７１の概略的
な構成を示すものである。この挿入補助具７１のシース
部７２は内シース７３と外シース７４の２重構造となっ
ており、内シース７３には前述した第１の実施形態のも
のと同様、内視鏡の挿入部を位置決め固定するための固
定手段を構成する固定部としての弾性体７５が接着によ
り固定されている。つまり、内視鏡用挿入補助具７１の
弾性体７５は内視鏡の挿入部を位置決め固定する内視鏡
固定具を兼ねる。
【００５０】外シース７４の先端部外周にはバルーン部
７６が設けられている。また、バルーン部７６に送気す
るためのチューブ部７７が外シース７４の外周に接合さ
れ、チューブ部７７はバルーン部７６から外シース７４
に沿って基端側に導かれ、シリンジテーパ部７８に接続
されている。
【００５１】内シース７３の基端には第１の本体部８１
が設けられ、外シース７４の基端には第２の本体部８２
が設けられている。そして、第１の本体部８１を外側の
第２の本体部８２まわりに回転操作することによって、
外シース７４に対して、内シース７３を挿入軸中心まわ
りに回動させることが出来る。第１の本体部８１の外周
には滑り止め８３が形成されている。また、弾性体７５
と位置関係がある指標８４は第１の本体部８１の露出外
周部分に設けられている。
【００５２】また、第１の本体部８１と第２の本体部８
２の間に内シース７３の回転を制限する機構を設けるこ
とも出来る。例えば、図１１および図１３で示すよう
に、第２の本体部８２に固定ねじ８５を設け、この固定
ねじ８５を第１の本体部８１に締め付けることにより内
シース７３の回転を制限する。その他の構成は前述した
第１の実施形態のものと同様である。
【００５３】（作用・効果）本実施形態によれば、前述
した第１の実施形態の作用・効果の他、体腔に固定した
外シース７４に対し、内シース７３、シース部７２に挿
入した側視型軟性鏡１１を、良好な内視鏡像を得ながら
回動させることが出来る。
【００５４】なお、図１２で示すように、固定ねじ８５
を設けた場合には観察中において、不用意に内視鏡が回
動することが防止できる。
【００５５】［第５の実施形態］以下、本発明の第５の
実施形態を図１４及び図１５を参照して説明する。
【００５６】（構成）図１４は本実施形態の内視鏡固定
具を配した側視型内視鏡の挿入部における先端部の構成
を概略的に示す縦断面図である。
【００５７】この側視型軟性鏡９０の先端部９１にはそ
の観察方向Ｓとは逆向きに先端部９１の外面から大きく
突き出し得る起上装置９２、すなわち内視鏡固定具が具
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備されている。
【００５８】この起上装置９２は観察方向Ｓとは逆向き
の先端部９１の裏側面に開口９３を設け、この開口９３
の内側に棒状の起上体９４を枢着してなり、前記起上体
９４を開口９３を通じて外に突き出したり引き込めたり
することができるようになっている。前記起上体９４は
先端が内視鏡挿入部の外面より外側まで変位可能であ
り、前記部材によって前記内視鏡の挿入部先端を体腔内
に位置決め固定する固定部を構成している。
【００５９】起上体９４の基端部にはピニオンギア９５
が設けられ、このピニオンギア９５にはラックギア９６
が噛み合っている。ラックギア９６は通常前方に位置し
ており、これにより起上体９４は開口９３から先端部９
１内に引き込まれている。先端部９１内に起上体９４を
待機させておくため、ラックギア９６を図示しないばね
等によって前方へ向けて付勢するようにしても良い。
【００６０】前記ラックギア９６には図示しない操作ワ
イヤが連結されている。操作ワイヤは軟性鏡９０の挿入
部９７内を通じて軟性鏡９０の図示しない操作部に導か
れ、その操作部に設けられた操作レバーを操作すること
によって牽引操作されるようになっている。操作ワイヤ
が牽引されると、ピニオンギア９５に歯合しているラッ
クギア９６が後退し、ピニオンギア９５が回動される。
すると、前記起上装置９２の起上体９４が回動起上し、
開口９３から外へ突き出す。すなわち、操作部の操作レ
バーによって起上装置９２の起上体９４を倒伏させる操
作ができるようになっている。
【００６１】軟性鏡９０の対物レンズ面１００は第１実
施形態の場合と同様、先端部外周面に形成した段部に形
成されており、この段差ａは予め観察深度以下に設計し
てある。
【００６２】尚、側視型軟性鏡９０の先端部９１には前
述した第１の実施形態のものと同様、ライトガイドや鉗
子挿通口（図示せず）が設けられている。
【００６３】（作用・効果）図１５で示すように、側視
型軟性鏡９０の挿入部９７を体腔内に挿入し、先端部９
１を観察部位９８に位置させたところで、起上装置９２
を操作し、軟性鏡９０の挿入軸に対し観察部位９８と反
対側の体腔内面部位９９に押し当たるまで起上装置９２
の起上体９４を起上させる。このことによって、起上体
９４による押付け力の反作用で先端部９１は観察部位９
８の周辺壁面に押し当てられ、図１５で示す如く、対物
光学系の対物レンズ面１００と観察部位９８との間の距
離ａを一定に保つことが出来る。ここで、距離ａは前記
段差に相当する。以上の作用によって、術者は良好な内
視鏡像を得ることが出来る。
【００６４】（変形例）図１６及び図１７で示すよう
に、側視型内視鏡の観察方向に起上体９４が起上するよ
うに起上装置９２を設けた例である。この場合は体腔内
の観察部位９８側において起上装置９２の起上体９４を
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9
観察部位９８に接触するまで起上させ、湾曲操作等によ
り、起上体９４が観察部位９８に接触維持するようにす
ることによって、対物レンズ面１００と観察部位９８と
の距離ｂを一定に保つようにする。内視鏡の対物レンズ
面の位置と起上装置の起上量との関係、すなわち、対物
レンズ面１００と観察部位９８との間隔ｂは予め観察深
度以下に設計してある。以上の作用によって、術者は良
好な内視鏡像を得ることが出来る。
【００６５】また、この変形例では図１７で示すよう
に、起上装置９２のラックギア９６に突起１０１を設
け、ラックギア９６が最も後退した位置で、その突起１
０１が当たるストッパ１０２を設け、その突起１０１が
ストッパ１０２に当たるときの起上装置９２の起上量が
軟性鏡９０の焦点距離と一致する位置になるようにして
もよい。
【００６６】また、突起１０１とストッパ１０２が電気
接点を兼ねたものとし、これに電気ケーブル１０３を接
続することも可能である。このようにすれば、図１７で
示すように、起上装置９２の起上量が内視鏡の焦点距離
と一致する位置において突起１０１とストッパ１０２の
電気接点が閉じ、その際に、その情報をケーブル１０３
を介して内視鏡の操作部等に転送し、その情報を元に、
例えば自動撮影を行うことも可能である。
【００６７】［第６の実施形態］以下、本発明の第６の
実施形態を図１８を参照して説明する。
【００６８】（構成）図１８は本実施形態の内視鏡固定
具を配した側視型内視鏡の挿入部における先端部の構成
を概略的に示す縦断面図である。
【００６９】側視型内視鏡１１０の挿入部における先端
部１１１には第１実施形態の場合と同様、先端部外周面
に形成した段部１１２に形成されており、この段部１１
２には対物光学系の対物レンズ面１１３が形成されてい
る。
【００７０】この場合の内視鏡位置決め固定装置は棒状
の弾性部材１１４を用い、対物レンズ面１１３と同位置
面から弾性部材１１４を突没させるように構成したもの
である。すなわち、先端部１１１内には段部１１２の底
面に先端が開口する進退ガイド挿通孔１１５を形成し、
この挿通孔１１５に前記弾性部材１１４を挿通すると共
に操作部から弾性部材１１４を進退させる操作を行なう
ようになっている。すなわち前記突出部材としての弾性
部材１１４の先端が内視鏡１１０の先端部１１１の外面
より外側まで変位可能であり、これによって前記内視鏡
１１０の先端部１１１の先端を体腔内に位置決め固定す
る固定部を構成している。
【００７１】前記弾性部材１１４の途中には鍔１１６が
設けられており、これの移動範囲を規制する先端側スト
ッパ１１７ａと後端側ストッパ１１７ｂが先端部１１１
内に形成されている。そして、内視鏡位置決め固定装置
における弾性部材１１４の最大突出量が内視鏡１１０の
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焦点距離と一致する位置になるようにするとよい。
【００７２】また、図１７で前述した接点を兼ね、これ
に電気ケーブル１１８を接続することも可能である。こ
のようにすれば、接点が開閉する際の情報をケーブル１
０３を介して内視鏡の操作部等に転送し、その情報を元
に、例えば自動撮影を行うことも可能である。
【００７３】側視型軟性鏡１１０の挿入部を体腔内に挿
入し、先端部１１１を観察部位に位置させたところで起
上装置における弾性部材１１４を突出させることにより
観察部位周辺壁面に押し当て、対物光学系の対物レンズ
面１１３と観察部位との間の距離を一定に保つことが出
来る。
【００７４】本実施形態の内視鏡位置決め固定装置によ
れば、内視鏡先端部の構造を簡易にすることが可能であ
る。
【００７５】［第７の実施形態］以下、本発明の第７の
実施形態を図１９を参照して説明する。
【００７６】（構成）図１９は本実施形態の内視鏡固定
具を配した側視型軟性鏡の概略構成を示すものである。
この側視型軟性鏡１２０の挿入部１２１における先端部
１２２には挿入部１２１の軸方向前方に突き出した棒状
の弾性体１２３が突出部材として設けられ、この弾性体
１２３の先端にはバルーン１２４が接続されている。
【００７７】また、前記弾性体１２３の内部、および側
視型軟性鏡１２０の挿入部１２１の内部にはこの両者に
わたり、バルーン１２４に送気するための図示しない管
路が設けられている。また、バルーン１２４にはその膨
縮とは無関係な連通孔１２５がその前後面に貫通して設
けられている。この連通孔１２５はバルーン１２４の前
後の各領域を連通するため、例えば気管支の治療に適す
る。
【００７８】尚、本実施形態でも図１５で示したものと
同じように、対物レンズ面１２９は先端部１２２の外周
面と段差があり、この段差は予め観察深度以下に設計し
てある。
【００７９】（作用・効果）側視型軟性鏡１２０を使用
する場合、図１９で示すように、体腔内の観察部位１２
７の近傍にてバルーン１２４を膨らませて、これを体腔
内１２８の壁面に固定し、側視型軟性鏡１２０の湾曲操
作等により、側視型軟性鏡１２０の先端部１２２を観察
部位１２７に押し当てる。このことによって、側視型内
視鏡１２０の対物レンズ面１２９と観察部位１２７との
距離を一定に保つことが出来る。
【００８０】また、バルーン１２４に設けた連通孔１２
５によって、気管支の観察に本実施形態のものを用いる
場合でも、患者の呼吸の妨げを最小限に抑えることが出
来る。
【００８１】本発明は上記の各実施形態のものに限定さ
れるものではない。上記説明によれば以下の付記に挙げ
る各項およびそれらの項を任意に組み合わせたものが得



(7) 特開２００１－２７５９４２

10

20

30

40

11
られる。
【００８２】〔付記〕
１．内視鏡の挿入部が挿通可能な内孔を有し、前記内視
鏡の挿入部を体腔内へ導入するためのシース部と、この
シース部の外周に設けられ、膨らむことにより体腔内に
保持されるバルーン部とを有し、前記内視鏡を体腔内へ
導入するための挿入補助具における前記シース部の内壁
に付設され、前記シース部内に挿通された前記内視鏡の
挿入部を位置決め固定する固定部を具備したことを特徴
とする内視鏡固定具。
【００８３】２．第１項において、固定部は、シース部
内に挿通された内視鏡の挿入部を前記シース部の内壁に
押し当てる向きに付勢する付勢手段であることを特徴と
する内視鏡固定具。
【００８４】３．第２項において、付勢手段は、シース
部の内孔に突出して設けたガイド部材であることを特徴
とする内視鏡固定具。
【００８５】４．付勢手段は、シース部の内孔に設けた
バルーンであることを特徴とする第２項に記載の内視鏡
固定具。
【００８６】５．付勢手段は、シース部の内孔に回動自
在に設けた内シースの内部に設けたことを特徴とする第
２、３，４項に記載の内視鏡固定具。
【００８７】６．内視鏡の挿入部先端に変位可能に設け
た突出部材を有し、前記突出部材の先端が内視鏡挿入部
の外面より外側まで変位可能であり、前記突出部材によ
って前記内視鏡の挿入部先端を体腔内に位置決め固定す
る固定部を構成したことを特徴とする内視鏡固定具。
【００８８】７．突出部材の先端部分にバルーンを設け
たことを特徴とする第６項に記載の内視鏡固定具。
【００８９】８．内視鏡は視野方向が側視型または前方
斜視型であることを特徴とする付記第１～７項に記載の
内視鏡固定具。
【００９０】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の内視鏡挿
入補助具や内視鏡の先端部に具備された内視鏡固定具に
よって、内視鏡の対物レンズ面と観察面との距離を一定
に保ち、拍動や内視鏡本体把持部のブレがあっても、良
好な内視鏡像を得ることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】軟性の直視型内視鏡の概略的な構成の説明図
。
【図２】軟性の側視型内視鏡の概略的な構成の説明図
。
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【図３】第１実施形態に係る内視鏡挿入補助具の概略的
な構成を示す側面図。
【図４】前記内視鏡挿入補助具の正面図。
【図５】前記内視鏡挿入補助具の使用状態の作用を概略
的に示す説明図。
【図６】前記内視鏡挿入補助具の使用状態の正面図。
【図７】第２実施形態に係る内視鏡挿入補助具の概略的
な構成を示す側面図。
【図８】第２実施形態に係る内視鏡挿入補助具の正面
図。
【図９】第３実施形態に係る内視鏡挿入補助具の概略的
な構成を示す側面図。
【図１０】第３実施形態に係る内視鏡挿入補助具の正面
図。
【図１１】第４実施形態に係る内視鏡挿入補助具の概略
的な構成を示す側面図。
【図１２】第４実施形態に係る内視鏡挿入補助具の正面
図。
【図１３】図１１中のａ－ａ線に沿って切断した断面
図。
【図１４】第５の実施形態の内視鏡固定具を配した側視
型内視鏡の挿入部における先端部の構成を概略的に示す
縦断面図。
【図１５】第５実施形態に係る内視鏡固定具の作用を概
略的に示す説明図。
【図１６】第５実施形態に係る内視鏡固定具の作用を示
す概略的な構成説明図。
【図１７】第５実施形態に係る内視鏡固定具の変形例に
おける概略的な構成説明図。
【図１８】第６の実施形態の内視鏡固定具を配した側視
型内視鏡の挿入部における先端部の構成を概略的に示す
縦断面図。
【図１９】第７の実施形態の内視鏡固定具を配した側視
型内視鏡の挿入部における先端部の構成を概略的に示す
縦断面図。
【符号の説明】
１…直視型の内視鏡である軟性鏡、１１…側視型の内視
鏡である軟性鏡、１２…挿入部、１４…対物光学系、１
７…対物レンズ面、３１…内視鏡挿入補助具、３２…シ
ース部、３４…バルーン部、３７…固定部としての弾性
体、３８…傾斜面。
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